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おくやみコーナーのご案内

益田市おくやみコーナーでは、市役所内の必要な手続きの調査や申請書の作成、担当窓口へ
のご案内などのお手伝いをしています。

※益田市に住民登録をされていた方が対象です。

おくやみコーナーでできること

●必要な手続きをまとめて受付できます 
市役所での主な手続きについては、窓口を移動することなく、１カ所で完了すること
ができます。
※一部、担当課でしかできない手続きもありますが、
おくやみコーナー担当職員が担当課へ同行し、サ
ポートします。

●書類の記入が省略できます 
亡くなられた方の住所・氏名など基本的な情報をあ
らかじめ申請書に印字するため、書類の記載を省略
できます。

●専用コーナーで安心して相談できます 

予約方法について

１．予約電話

　☎：0856-22-0983 FAX：0856-22-3511
２．予 約 枠 
　①　９：00～10：30　②　10：30～12：00
　③　13：30～15：00　④　15：00～16：30
　　　各１組

３．そ の 他
●予約がない場合もおくやみコーナーを利用できますが、予約優先のためお待ちいただく場合があります。

●おくやみコーナーを利用せず、これまでどおり直接各担当窓口で手続きすることもできます。

●美都地域総務課および匹見地域総務課での手続きは、これまでどおり予約は不要です。直接窓口
へお越しください。

●電話での予約が難しい方は、FAXにてお問い合わせください。

益田市おくやみコーナー
場　所：益田市役所本庁１階 高齢者福祉課横　　受付時間：８：30～17：15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）
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